
薩摩川内市屋外運動場照明施設条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

 

令和  ６  年  ３  月２５日  

 

薩摩川内市長   田  中  良  二  

 

薩摩川内市条例第１７号  

薩摩川内市屋外運動場照明施設条例の一部を改正する条例  

 

薩摩川内市屋外運動場照明施設条例（平成１６年薩摩川内市条例第１０８号）

の一部を次のように改正する。  

第１０条第１項第１号中「薩摩川内市立小学校及び中学校運動場」を「薩摩川

内市立小学校、中学校及び義務教育学校運動場の照明施設」に改め、同項第２号

中「運動広場」を「前号以外の照明施設」に改める。  

別表第１及び別表第２を次のように改める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第２条関係）  

名    称  位    置  

亀山小屋外運動場照明施設  
薩摩川内市宮内町１６８０番地  

薩摩川内市立亀山小学校運動場  

可愛小屋外運動場照明施設  
薩摩川内市御陵下町４番３０号  

薩摩川内市立可愛小学校運動場  

川内小屋外運動場照明施設  
薩摩川内市向田町１４２５番地  

薩摩川内市立川内小学校運動場  

永利小屋外運動場照明施設  
薩摩川内市百次町９５９番地  

薩摩川内市立永利小学校運動場  

育英小屋外運動場照明施設  
薩摩川内市中郷三丁目１４７番地  

薩摩川内市立育英小学校運動場  

高来小屋外運動場照明施設  
薩摩川内市高城町１３２６番地  

薩摩川内市立高来小学校運動場  

城上小屋外運動場照明施設  
薩摩川内市城上町４５２５番地１  

薩摩川内市立城上小学校運動場  

川内中央中屋外運動場照明施設  
薩摩川内市平佐町５０００番地  

薩摩川内市立川内中央中学校運動場  

水引中屋外運動場照明施設  
薩摩川内市水引町７６０２番地１  

薩摩川内市立水引中学校運動場  

平成中屋外運動場照明施設  
薩摩川内市城上町６１０番地  

薩摩川内市立平成中学校運動場  

平佐東屋外運動場照明施設  
薩摩川内市中村町６９９８番地  

平佐東運動広場  

市比野小屋外運動場照明施設  
薩摩川内市樋脇町市比野２８０５番地  

薩摩川内市立市比野小学校運動場  

東郷学園屋外運動場照明施設  
薩摩川内市東郷町斧渕４５６４番地  

薩摩川内市立東郷学園義務教育学校運動場  

祁答院中屋外運動場照明施設  
薩摩川内市祁答院町下手１９０番地１  

薩摩川内市立祁答院中学校運動場  

里中屋外運動場照明施設  
薩摩川内市里町里３３７７番地  

薩摩川内市立里中学校運動場  

上甑中屋外運動場照明施設  薩摩川内市上甑町中甑１９１番地１  

海星中屋外運動場照明施設  
薩摩川内市下甑町青瀬１０３４番地１  

薩摩川内市立海星中学校運動場  

海陽中屋外運動場照明施設  薩摩川内市下甑町手打１４７２番地  

鹿島中屋外運動場照明施設  薩摩川内市鹿島町藺牟田１３９７番地  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



別表第２（第１４条関係）  

名     称  使  用  料（３０分当たり）  

亀山小屋外運動場照明施設  ３５０円  

可愛小屋外運動場照明施設  ２５０円  

川内小屋外運動場照明施設  
３５０円  

永利小屋外運動場照明施設  

育英小屋外運動場照明施設  

２５０円  高来小屋外運動場照明施設  

城上小屋外運動場照明施設  

川内中央中屋外運動場照明施設  ４５０円  

水引中屋外運動場照明施設  ３５０円  

平成中屋外運動場照明施設  ５５０円  

平佐東屋外運動場照明施設  ３５０円  

市比野小屋外運動場照明施設  市内４２０円  市外６３０円  

東郷学園屋外運動場照明施設  ２００円  

祁答院中屋外運動場照明施設  市内７８７．５円  市外９４５円  

里中屋外運動場照明施設  ５２５円  

上甑中屋外運動場照明施設  市内５２５円  市外７８７．５円  

海星中屋外運動場照明施設  

５２５円  海陽中屋外運動場照明施設  

鹿島中屋外運動場照明施設  

注１  使用時間が３０分に満たない場合は、３０分とみなす。  

２  使用料の額に１０円未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てる。  

 

 

 

 

 

 

 



附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、  

公布の日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例による改正後の薩摩川内市屋外運動場照明施設条例の規定は、この

条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る

使用料については、なお従前の例による。  

 （準備行為）  

３  この条例の施行に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前に

おいても行うことができる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


